
要支援１・２の認定を受けている方へ 

平成2９年４月から 

 介護保険のサービスのしくみが変わります！ 
 
平成27 年度の介護保険制度改正により、介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護

（ホームヘルプ）と介護予防通所介護（デイサービス）を平成29 年４月から神崎町介護

予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）としてサービスが提供されるようになり

ました。 

 
 
４月より変更になる点は 2点になります。 

 
「介護予防訪問介護（ホームヘルプ）」    

        ↓ 
「訪問型サービス」という名称になります。 

 
「介護予防通所介護（デイサービス）」 

        ↓ 
「通所型サービス」という名称になります。 
 

※名称は変わりますが、サービス内容や利用料の変更はありません。 
 

～サービスの流れ～ 
 

＜介護度＞     ＜現行＞        変更なし  ＜平成2９年４月以降＞ 

要介護1～5   介護サービス             介護サービス  
 

介護予防サービス           介護予防サービス 

福祉用具貸与        変更なし   福祉用具貸与 

通所リハビリテーション       通所リハビリテーション 

要支援１    訪問看護                        訪問看護 

要支援２  

訪問介護          変更あり       総合事業サービス 

通所介護                        訪問型サービス（ホームヘルプ） 

通所型サービス（デイサービス） 

 

 

 

問合せ先 神崎町 保健福祉課(地域包括支援センター) ℡０４７８－７２－１６０７ 

 



変更なし 

サービスの全体図と総合事業の位置づけ              

 

 

 神崎町保健福祉課 地域包括支援センター   

 

 

介護予防・生活支援サー    要支援１・２で訪問介護、通所介護を      予防給付を希望 

ビス事業対象者         利用し引き続き同様のサービスを希望 

 

認定申請希望なし            認定申請希望あり 

 

基本チェックリスト実施               介護認定申請（更新含む） 

 

 

非該当（自立）      事業対象に該当       非該当     要支援１・２   要介護１～５ 

 

 

予防給付の利用なし   予防給付の利用あり 

 

介護予防ケアマネジメント      介護予防サービス計画 

 

一般介護予防                                              介護給付 

〇元気アップ教室                               予防給付 

〇発酵カフェ         介護予防・生活支援サービス事業   （訪問看護、 

〇つるかめ料理教室      ○訪問型サービス 【現行相当】     福祉用具等）     

  〇介護食教室等        ○通所型サービス 【現行相当】 

 

 

〇訪問型サービス              ○通所型サービス 

訪問介護サービス(現行相当)       通所介護サービス（現行相当） 
町内事業所  神崎町社会福祉協議会       町内事業所  神崎町社会福祉協議会 

                                      じょうもんの郷、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ希望 

                                      ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ神崎、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ宝の里 

 

 

介護予防についての相談は、神崎町地域包括支援センターへ！ 

 

 

 


